
提

出

者

井

上

和

雄

平
成
十
五
年
七
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

一

四

七

号

深
刻
化
す
る
国
民
及
び
中
小
零
細
企
業
の
借
金
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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深
刻
化
す
る
国
民
及
び
中
小
零
細
企
業
の
借
金
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書

長
引
く
不
況
に
よ
り
、
企
業
の
倒
産
や
破
綻
が
増
加
し
、
国
民
は
転
職
や
リ
ス
ト
ラ
等
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
生
活
苦
に
陥

り
、
借
金
を
抱
え
る
国
民
の
数
は
加
速
度
的
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
は
病
め
る
国
民
、
我
が
国
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
現

状
を
踏
ま
え
、
政
府
の
把
握
す
る
事
実
関
係
及
び
見
解
に
つ
い
て
左
記
の
通
り
質
問
す
る
。

第
一

国
民
及
び
中
小
零
細
企
業
の
借
金
問
題
に
関
し
、

一

い
わ
ゆ
る
多
重
債
務
の
定
義
を
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。

二

借
金
問
題
に
か
か
る
多
重
債
務
者
及
び
多
重
債
務
者
予
備
軍
（
以
下
、
単
に
「
多
重
債
務
者
等
」
と
い
う
。
）
の
数
を

統
計
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
把
握
し
て
い
な
い
と
し
た
ら
早
急
に
調
査
を
実
施
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
の

よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
か
。

三

多
重
債
務
者
等
に
つ
き
、
今
後
、
破
産
手
続
等
に
よ
ら
な
け
れ
ば
借
金
問
題
を
解
決
で
き
な
い
と
予
測
さ
れ
る
数
は
潜

在
的
に
ど
の
く
ら
い
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
か
。
統
計
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

第
二

多
重
債
務
者
等
は
、
い
よ
い
よ
返
済
が
困
難
な
状
況
に
陥
っ
た
ら
、
法
的
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
解
決
が
で
き
な
く
な

る
で
あ
ろ
う
。
裁
判
を
受
け
る
権
利
・
法
の
下
の
平
等
が
国
民
に
は
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
や
破

一



産
法
等
が
、
的
確
に
か
つ
迅
速
に
運
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。

一

全
国
の
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
破
産
申
立
に
関
し
て
、
一
九
八
二
年
、
一
九
九
二
年
、
二
〇
〇
二
年
各
年
の
立
件
数
を

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
一
般
民
事
事
件
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
一
九
八
二
年
、
一
九
九
二
年
、
二
〇
〇
二
年
各
年

の
申
立
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

現
在
の
裁
判
所
の
事
件
処
理
能
力
、
と
り
わ
け
債
務
整
理
事
件
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
現
状
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

い
る
の
か
。

三

自
己
破
産
の
申
立
が
優
に
百
万
件
を
突
破
す
る
現
状
に
お
い
て
、
大
量
の
事
件
処
理
が
必
要
と
な
っ
た
場
合
に
、
現
在

の
裁
判
所
の
受
入
れ
態
勢
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。

�

現
行
、
事
件
処
理
能
力
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。

�

事
件
の
審
理
方
法
・
期
間
等
の
運
用
が
裁
判
所
ご
と
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
違
う
。
そ
れ
で
は
、
法
的
根
拠
は
何
か
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

破
産
申
立
事
件
の
処
理
に
要
す
る
期
間
に
つ
い
て
統
計
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

一
般
的
に
破
産
同
時
廃
止
事
件
に
お
い
て
、
申
立
か
ら
事
件
終
了
ま
で
に
早
く
て
三
ヶ
月
、
遅
い
と
半
年
以
上
の
時

二



間
を
要
し
て
い
る
。
今
後
、
大
量
の
事
件
処
理
が
必
要
と
な
る
こ
と
を
予
測
し
、

�

裁
判
手
続
の
効
率
化
・
簡
素
化
等
、
裁
判
所
と
し
て
の
事
件
処
理
体
制
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
ず
る
べ

き
と
認
識
し
て
い
る
か
。

�

裁
判
官
・
書
記
官
・
速
記
官
・
事
務
官
等
の
増
員
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
検
討
が
さ
れ
て
い
る
か
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

予
算
の
増
額
等
、
独
立
予
算
案
の
提
起
に
つ
い
て
も
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
て
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

�

当
該
申
立
費
用
の
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

当
該
申
立
に
対
し
、
少
額
管
財
（
中
間
管
財
）
事
件
で
管
財
人
を
選
任
し
、
運
用
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ

が
広
が
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
全
て
の
裁
判
所
が
そ
の
取
扱
い
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
民
事
予
納
金
（
管
財

人
に
支
払
う
報
酬
）
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
異
な
る
。

�

少
額
管
財
事
件
に
つ
き
、
全
国
地
方
裁
判
所
の
運
用
状
況
に
つ
い
て
統
計
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

管
財
人
の
選
任
基
準
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



�

本
来
、
裁
判
所
が
取
扱
う
べ
き
事
務
を
管
財
人
に
一
任
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

少
額
管
財
費
用
二
十
万
円
は
、
破
産
者
に
と
っ
て
相
当
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
と
の
認
識
は
な
い
の
か
。

�

一
定
の
資
産
を
有
す
る
少
額
管
財
事
件
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
管
財
人
が
配
当
を
実
施
す
る
こ
と
に
つ
い
て
債
権

者
や
破
産
者
か
ら
、
配
当
率
が
不
明
瞭
で
管
財
人
報
酬
が
高
額
で
あ
る
と
い
う
不
満
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事

実
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
。

�

資
格
要
件
の
緩
和
に
関
し
、
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
は
弁
護
士
以
外
に
司
法
書
士
と
民
間
企
業
の
社
員
に
関
し
て
は

補
助
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
行
政
書
士
等
や
一
般
人
、
弁
護
士
以
外
の
者
に
つ
い
て
は
原
則
的
に
認
め
ら
れ

て
い
な
い
。

�

全
国
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
、
代
理
人
を
付
さ
ず
、
本
人
に
よ
っ
て
破
産
申
立
が
な
さ
れ
た
過
去
五
年
間
の
件
数

に
つ
い
て
、
統
計
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

本
人
が
病
気
や
裁
判
あ
る
い
は
当
該
紛
争
に
関
し
て
詳
し
く
な
い
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
点
で
熟
知
し
て
い
る
身
内

や
一
般
人
に
つ
い
て
も
本
人
の
委
任
に
基
づ
き
代
理
人
と
し
て
認
め
る
こ
と
も
、
本
人
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
訴

訟
手
続
の
迅
速
か
つ
的
確
な
運
用
を
よ
り
保
障
す
る
こ
と
か
ら
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に

四



考
え
る
か
。

�

法
律
紛
争
等
が
激
増
し
て
い
る
昨
今
、
弁
護
士
不
足
は
い
よ
い
よ
深
刻
で
あ
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
い
わ
ゆ
る
申

請
代
理
人
の
拡
大
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
、
今
後
、
資
格
要
件
の
緩
和
の
一
環
と
し
て
、
ど
の
よ
う

な
分
野
に
お
い
て
許
可
代
理
・
補
助
等
を
認
め
て
ゆ
く
の
か
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

第
三

い
わ
ゆ
る
中
小
零
細
事
業
主
に
対
す
る
貸
し
渋
り
・
貸
し
剥
が
し
に
関
し
、

一

今
後
、
倒
産
等
に
追
い
込
ま
れ
る
と
予
測
さ
れ
る
中
小
零
細
企
業
は
ど
の
程
度
で
あ
る
と
調
査
し
て
い
る
か
。
調
査
し

て
い
な
い
と
し
た
ら
、
今
後
、
調
査
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

二

金
融
庁
で
は
、
「
貸
し
渋
り
・
貸
し
剥
が
し
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
等
に
よ
り
、
中
小
企
業
金
融
に
関
す
る
情
報
収
集
及
び

分
析
を
進
め
て
い
る
よ
う
だ
が
、
現
状
に
お
い
て
、
か
か
る
情
報
公
開
・
開
示
が
ま
だ
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
。
今
後
、
何

を
公
表
す
る
の
か
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

現
行
、
民
事
再
生
法
は
中
小
企
業
に
対
し
て
も
救
済
措
置
と
考
え
る
が
、
事
実
上
、
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
と
考
え

る
。

�

全
国
地
方
裁
判
所
に
お
け
る
、
施
行
か
ら
二
〇
〇
二
年
各
年
の
申
立
件
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五



�

中
小
企
業
に
関
す
る
民
事
再
生
法
の
運
用
実
態
及
び
認
可
等
の
状
況
に
つ
い
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

現
行
、
民
事
再
生
法
に
よ
っ
て
再
生
計
画
を
立
て
、
再
建
を
果
た
せ
る
の
は
実
に
少
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
な
ぜ

再
建
が
困
難
で
あ
る
の
か
、
問
題
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

六


